
 

 

館林市空き家利活用助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の空き家の利活用を促進し、移住定住人口の増加を図るた

め、空き家を登録し、購入し、賃借し、又は空き家の家財道具等の処分を行う者に対

し館林市空き家利活用助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 空き家 館林市空き家情報登録制度実施要綱（平成２９年館林市告示第１３８ 

号）第２条第１号に規定する空き家をいう。 

⑵ 転入者 申請時において 1 年以上本市に居住していない者。 

⑶ 家財道具等 空き家に放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨

その他の家財道具をいう。ただし、併用住宅においては店舗部分に供されていた

家財道具を除く。 

⑷ 空き家情報登録制度 館林市空き家情報登録制度実施要綱第２条第４号に規定

する空き家情報登録制度をいう。 

⑸ 重点エリア 市が定めたまちなか再生重点エリア（別図）をいう。 

（助成対象空き家） 

第３条 助成対象となる空き家（以下「助成対象空き家」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

⑴ 個人所有の建築物であること。 

⑵ 建築基準法（昭和２５年法律２０１号）の規定に違反していることが明らかに

違反している建築物でないこと。 

⑶ 空き家情報登録制度に登録された物件であること。 

（助成対象者） 

第４条 助成金の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号のいずれ

にも該当する者とする。 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者 



 

 

ア 空き家情報登録制度に助成対象空き家を登録した者 

イ 空き家情報登録制度を利用して助成対象空き家を購入又は賃貸した者 

⑵ 市税の滞納がない者 

⑶ 館林市暴力団排除条例（平成２４年館林市条例第１８号）第２条第３号に規定

する暴力団員等でない者 

⑷ 過去に同一種類の助成金の交付を受けていない者 

⑸ 助成金のうち家財道具等処分助成金の交付を受けようとする場合で、かつ、家財道

具等の処分を第三者に委託する場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律１３７号）第７条第１項に規定する許可を受けた事業者に委託する

者 

（助成金の額） 

第５条 助成金の種類、額等は、次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

種類 区分 助成金の額 条件 

購入助成金 

市内在

住者 
２００，０００円 

交付決定後２年以上居住する

こと。 

転入者 ４００，０００円 
交付決定後２年以上居住する

こと。 

賃借助成金 

市内在

住者 

月単位の家賃の１/３ 

（千円未満切り捨て） 

かつ上限２０，０００円 

助成期間は最長１２か月とす

る。ただし、日割家賃が発生す

る月は助成期間に含めないも

のとする。 

交付決定後２年以上居住する

こと。 

転入者 

月単位の家賃の１/２ 

（千円未満切り捨て） 

かつ上限４０，０００円 

助成期間は最長１２か月とす

る。ただし、日割家賃が発生

する月は助成期間に含めない

ものとする。 

交付決定後２年以上居住する

こと。 



 

 

登録助成金  

重点エリア内の場合 

２０，０００円 

重点エリア外の場合 

１０，０００円 

登録後２年間は成約等によら

ない限り登録を消さないこ

と。 

家財道具等処

分助成金 

 

右欄に掲げる費用の１０

／１０（千円未満切り捨

て）とし、次に掲げる助成

対象空き家の位置するエ

リアに応じ、当該各号に定

める金額を上限とする。 

⑴ 重点エリア １００，

０００円 

⑵ 重点エリア外 ５０，

０００円 

次に掲げる費用であること。  

⑴ 特定家庭用機器再商品化法

（平成１０年法律第９７号）

により指定された特定家庭用

機器の引取運搬料金及びリサ

イクル料金  

⑵ 家財道具等の処分等に要す

る費用（家財道具等の処分に

併せて敷地内の樹木の剪定伐

採及び草刈等を行う場合は、

その費用も含む。）  

⑶ その他市長が必要と認める

費用 

（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、館

林市空き家利活用助成金交付申請書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合に

おいて、賃貸助成金の交付を受けようとする助成対象者にあっては助成を受けようとす

る年度ごとに、家財道具等処分助成金の交付を受けようとする申請者にあっては家財道

具の処分を行う日の１４日前までに申請しなければならない。 

⑴ 購入助成金 

ア 助成対象者の住民票 

イ 土地及び建物登記事項証明書 

ウ 売買契約書の写し 

エ 誓約書（別記様式第２号） 

⑵ 賃借助成金 



 

 

  ア 助成対象者の住民票 

イ 賃貸借契約書の写し 

ウ 誓約書（別記様式第２号） 

⑶ 登録助成金 

 ア 空き家情報登録決定通知書の写し  

 イ 誓約書（別記様式第２号）  

⑷ 家財道具等処分助成金  

ア 助成対象者の住民票 

イ 土地及び建物の登記事項証明書  

ウ 当該空き家を購入し、又は賃借した者にあっては、売買又は賃貸借契約書の写し  

エ 片付けに係る経費の見積額及びその内訳が分かる書類  

オ 片付け前の助成対象空き家の状況写真  

カ 誓約書（別記様式第２号）  

キ 助成対象空き家が共有名義であるときは、共有名義者同意書（別記様式第３号）  

（交付決定） 

第７条 市長は、申請者から前条の申請書の提出があった場合は、助成金交付の可否を

決定し、その結果を館林市空き家利活用助成金（交付決定・却下）通知書（別記様式第

４号）により申請者に通知するものとする。 

（助成金の内容変更） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は当該

交付決定内容を変更するときは、速やかに館林市空き家利活用助成金交付変更申請

書（別記様式第５号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、交付決定者から前項の申請書が提出された場合は、その適否を決定し、館

林市空き家利活用助成金交付変更承認決定通知書（別記様式第６号）又は館林市空

き家利活用助成金変更不承認決定通知書（別記様式第７号）により、交付決定者に通

知するものとする。 

（実績報告）  

第９条 家財道具等処分助成金の交付決定者にあっては、片付けの完了後３０日以内又は

当該助成金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに、館林市空き家利活用

助成金（家財道具等処分助成金）完了実績報告書（別記様式第８号）に次に掲げる書類



 

 

を添えて、市長に提出しなければならない。  

⑴ 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し  

⑵ 片付け後の助成対象空き家の状況写真  

⑶ その他市長が必要と認める書類  

（助成金の額の確定及び交付）  

第１０条 市長は、家財道具等処分助成金の交付決定者から前条の規定による実績報告書

の提出があった場合は、提出された書類を審査し、必要に応じ申請者立会いのもと現地

調査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により審査を行い、適正と認めるときは、助成金の額を確定し、

館林市空き家利活用助成金（家財道具等処分助成金）額確定通知書（別記様式第９号）

により当該交付決定者にその旨を通知するものとする。  

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交

付決定を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

⑵ 助成金の交付決定の条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、館林市空き家

利活用助成金交付取消通知書（別記様式第１０号）により、当該交付決定者に対し通

知するものとする。 

（助成金の取止め） 

第１２条 交付決定者は、交付決定を受けた後、空き家の利活用を中止する必要が生

じた場合は、館林市空き家利活用助成金交付取止め届（別記様式第１１号）に第７条

の規定により通知された館林市空き家利活用助成金交付決定通知書を添えて、市長

に提出しなければならない。ただし、交付決定後２年以上居住した場合は除く。 

２ 市長は、交付決定者から前項の館林市空き家利活用助成金交付取止め届の提出が

あったときは、交付決定を取り消し、館林市空き家利活用助成金交付取消通知書に

より、交付決定者に対し通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１３条 市長は、前２条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 



 

 

２ 交付決定者は、交付決定後２年以内に助成金の交付申請の内容と異なる利用に供

した場合は、助成金を返還しなければならない。ただし、第８条の規定による承認を

受けた者は除く。 

３ 交付決定者は、交付決定後２年以内に当該空き家を除却した場合は、交付を受け

た助成金を返還しなければならない。 

４ 市長は、前３項の規定により助成金の返還を求めるときは、館林市空き家利活用

助成金返還命令通知書（別記様式第１２号）によるものとする。 

（購入助成金、登録助成金及び家財道具等処分助成金の請求及び交付） 

第１４条 第７条の通知を受けた購入助成金、登録助成金及び家財道具等処分助成金

の交付決定者は、助成金の交付決定後３０日以内又は当該助成金の交付決定に係る

年度の末日のいずれか早い日までに、館林市空き家利活用助成金請求書（別記様式

第１１号）により市長に助成金の交付を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、当該交付決定者に助成金を交付するものと

する。 

（賃借助成金の請求及び交付） 

第１５条 第７条の通知を受けた賃借助成金の交付決定者は、当該賃貸借契約成立後

に居住を開始し、当該年度分の助成対象となる全賃借料の支払い後３０日以内に、

前条第１項の館林市空き家利活用助成金請求書に各種領収書の写し又はそれを証明

できる書類の写しを添えて市長に助成金の交付を請求しなければならない。 

２ 市長は、交付決定者から前項の請求があったときは、当該交付決定者に助成金を

交付するものとする。 

（賃借助成金の報告） 

第１６条 賃借助成金の交付決定を受けた者は、当該賃貸借契約満了時に館林市空き

家成約物件報告書（別記様式第１４号）により、速やかに市長に報告するものとす

る。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１２月１日から施行する。 

附 則 



 

 

この要綱は、平成３０年１２月５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


